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情報提供用  
  個人情報が掲載されている議案については、当該個人情報に係る部分を省略し、又は加

工しているため、内容の一部、ページ番号又は目次が議案書の原本と異なっている場合が

あります。 
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－１－ 

議案第５８号 

上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定める。 

平成２８年６月１０日提出 

上尾市長  島 村  穰  

上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例 

第１条 上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成

２７年上尾市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第１９条第９号」を「第１９条第１０号」に改める。 

第４条第１項第３号中「別表第１の左欄」を「別表第２の左欄」に改め、

同号を同項第４号とし、同項中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、

同項に第１号として次の１号を加える。 

(1 ) 別表第１の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務 

第４条第２項中「前項第１号」を「前項第２号」に改め、同条第３項中

「第１項第２号」を「第１項第３号」に改め、同条第４項中「別表第１の

左欄」を「別表第２の左欄」に、「第１項第３号」を「第１項第４号」に

改める。 

第５条第１項中「第１９条第９号」を「第１９条第１０号」に、「別表

第２の第１欄」を「別表第３の第１欄」に改める。 

別表第２を別表第３とする。 

別表第１の３の項中「介護保険給付等関係情報」を「医療保険給付関係

情報又は介護保険給付等関係情報」に改め、同表４の項中「生活保護関係

情報」の次に「、上尾市こども医療費支給条例によるこども医療費の支給

に関する情報（以下「こども医療費支給関係情報」という。）又は上尾市

ひとり親家庭等医療費支給条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関す

る情報（以下「ひとり親家庭等医療費支給関係情報」という。）」を加え、

同表６の項中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号）による自立支援給付の支給に関する情



 

－２－ 

報（以下「自立支援給付関係情報」という。）」を「障害者自立支援給付

関係情報」に改め、同表７の項中「自立支援給付関係情報」を「障害者自

立支援給付関係情報」に改め、同表８の項中「生活保護関係情報」の次に

「、地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例

による地方税の賦課徴収に関する情報（以下「地方税賦課徴収関係情報」

という。）又は介護保険給付等関係情報」を加え、同表１０の項中「医療

保険給付関係情報」の次に「又は地方税賦課徴収関係情報」を加え、同表

に次のように加える。 

１３ 市長 上尾市こども医療費支給

条例によるこども医療費

の支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

医 療 保 険 給 付 関 係 情 報 、

障 害 者 関 係 情 報 、 生 活 保

護 関 係 情 報 、 中 国 残 留 邦

人 等 支 援 給 付 関 係 情 報 又

は ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費

支 給 関 係 情 報 で あ っ て 規

則で定めるもの 

１４ 市長 上尾市ひとり親家庭等医

療費支給条例による ひと

り親家庭等医療費の支給

に関する事務であって規

則で定めるもの 

医 療 保 険 給 付 関 係 情 報 、

障 害 者 関 係 情 報 、 生 活 保

護 関 係 情 報 、 地 方 税 関 係

情 報 、 児 童 扶 養 手 当 関 係

情 報 、 特 別 児 童 扶 養 手 当

関 係 情 報 、 中 国 残 留 邦 人

等 支 援 給 付 関 係 情 報 又 は

こ ど も 医 療 費 支 給 関 係 情

報 で あ っ て 規 則 で 定 め る

もの 

別表第１を別表第２とし、附則の次に次の１表を加える。 

別表第１（第４条関係） 

機関 事  務 

１ 市長 上尾市こども医療費支給条例（昭和４８年上尾市条例

第２３号）によるこども医療費の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 



 

－３－ 

２ 市長 上尾市ひとり親家庭等医療費支給条例（平成４年上尾

市条例第２８号）によるひとり親家庭等医療費の支給

に関する事務であって規則で定めるもの 

第２条 上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を次のように改正する。 

別表第２の８の項中「又は介護保険給付等関係情報」を「、介護保険給

付等関係情報又はひとり親家庭等医療費支給関係情報」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２９年７月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1 ) 第１条の規定中上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る 条 例 別 表 第 １ の 改 正 規 定 （ 同 表 ６ の 項 及 び ７ の 項 に 係 る 部 分 に 限

る。） 公布の日 

 (2 ) 第１条の規定中上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例別表第１の改正規定（同表３の項、８の項及び１０の項に係る部

分に限る。） 平成２８年７月１日 

 (3 ) 第１条の規定中上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例第１条の改正規定及び同条例第５条第１項の改正規定（「第１９

条第９号」を「第１９条第１０号」に改める部分に限る。） 行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日  

 

 

 

 

 

提案理由  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づき、本市において個人番号を独自に利用する事務を定めるほか、

個人番号を利用する事務に関し、利用することのできる特定個人情報を追

加したいので、この案を提出する。 



 

－４－ 

議案第５９号  

上尾市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。  
平成２８年６月１０日提出  

上尾市長  島 村  穰  

上尾市個人情報保護条例の一部を改正する条例  

上尾市個人情報保護条例（平成１１年上尾市条例第３１号）の一部を次の

ように改正する。  
第２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。  

 (8 ) 情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に

記録された特定個人情報をいう。  

第８条の２第２項本文中「保有特定個人情報」の次に「（情報提供等記録

を除く。以下この項において同じ。）」を加える。  

 第２０条第１項中「保有個人情報」の次に「（情報提供等記録を除く。第

３項及び第２３条第２項において同じ。）」を加える。  

第２３条の３中「提供先」の次に「（情報提供等記録にあっては、総務大

臣及び番号法第１９条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂

正に係る番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された者で

あって、当該実施機関以外のものに限る。）」を加える。  

附 則  

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げる規定の

施行の日から施行する。  

 

 

 

 
 

提案理由  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の規定を踏まえ、電子計算機に記録された情報提供等記録の保護に関す

る特例規定を加えたいので、この案を提出する。 



 

－５－ 

議案第６０号  

上尾市役所支所、出張所設置条例の一部を改正する条例の制定につい  

て  

上尾市役所支所、出張所設置条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。  

平成２８年６月１０日提出  

                                   上尾市長  島 村  穰  

   上尾市役所支所、出張所設置条例の一部を改正する条例  

 上尾市役所支所、出張所設置条例（昭和３０年上尾市条例第３号）の一部

を次のように改正する。  

 別表上尾市役所原市支所の項中「上尾市大字原市３５３３番地」を「上尾

市大字原市３２４１番地」に改める。  

   附 則  

 この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

原市支所の位置を変更したいので、この案を提出する。  



 

－６－ 

議案第６１号  

   町の区域を新たに画し、及び変更することに伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について  

 町の区域を新たに画し、及び変更することに伴う関係条例の整理に関する

条例を次のように定める。  

  平成２８年６月１０日提出  

                  上尾市長  島 村  穰  

   町の区域を新たに画し、及び変更することに伴う関係条例の整理に関

する条例  

 （上尾市役所支所、出張所設置条例等の一部改正）  

第１条 次に掲げる条例の規定中「小泉一丁目」の次に「、小泉二丁目、小

泉三丁目、小泉四丁目、小泉五丁目、小泉六丁目、小泉七丁目、小泉八丁

目、小泉九丁目」を加える。  

 (1 ) 上尾市役所支所、出張所設置条例（昭和３０年上尾市条例第３号）別

表上尾市役所大石支所の項所管区域の欄  

 (2 ) 上尾市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和４０年上尾市

条例第５号）第４条の表上尾市西消防署の項管轄区域の欄  

 (3 ) 上尾市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年上尾市条例第２６

号）別表  

 （上尾市立学校設置条例の一部改正）  

第２条 上尾市立学校設置条例（昭和３９年上尾市条例第１１号）の一部を

次のように改正する。  

第２条第２号の表６の項中「上尾市大字小泉７４５番地１」を「上尾市

小泉九丁目２８番地２」に改める。  

 （上尾市立公民館条例の一部改正）  

第３条 上尾市立公民館条例（昭和６０年上尾市条例第８号）の一部を次の

ように改正する。  

別表第１中「上尾市大字小泉７４７番地８」を「上尾市小泉九丁目２８  

番地１」に改める。  

附 則  

 この条例は、平成２８年９月１７日から施行する。  



 

－７－ 

提案理由  

小泉土地区画整理事業の施行区域内において町の区域を新たに画し、及

び変更することに伴い、関係条例について所要の改正を行う必要があるの

で、この案を提出する。  



 

－８－ 

議案第６２号 

市議会の議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営

に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

市議会の議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関

する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２８年６月１０日提出 

上尾市長  島 村  穰  

市議会の議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営

に関する条例等の一部を改正する条例 

 （市議会の議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に

関する条例の一部改正） 

第１条 市議会の議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公

営に関する条例（平成５年上尾市条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条第２号ア中「１５，３００円」を「１５，８００円」に改め、同

号イ中「７，３５０円」を「７，５６０円」に改める。 

（市議会の議員及び市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営

に関する条例の一部改正） 

第２条 市議会の議員及び市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の

公営に関する条例（平成５年上尾市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

  第４条中「５１０円４８銭」を「５２５円６銭」に、「３０１，８７５

円」を「３１０，５００円」に改める。 

（市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改

正） 

第３条 市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例（平

成１９年上尾市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第４条及び第５条中「７円３０銭」を「７円５１銭」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 



 

－９－ 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の市議会の議員及び市長の選挙における選挙

運動用自動車の使用の公営に関する条例及び第２条の規定による改正後の

市議会の議員及び市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に

関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される市議

会の議員又は市長の選挙から適用する。 

３ 第３条の規定による改正後の市長の選挙における選挙運動用ビラの作成

の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示さ

れる市長の選挙から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

市議会の議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙

運動用ポスターの作成に要する費用並びに市長の選挙における選挙運動用

ビラの作成に要する費用について、それぞれ市が負担する額の限度額を引

き上げたいので、この案を提出する。 



 

－10－ 

議案第６３号 

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴

収条例の制定について 

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収条

例を次のように定める。 

平成２８年６月１０日提出 

上尾市長  島 村  穰  

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴

収条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の

規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２

７年法律第５３号。以下「法」という。）に規定する事務について徴収す

る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。 

（手数料を徴収する事務の種類等） 

第２条 手数料を徴収する事務の種類、その名称及び金額は、別表のとおり

とする。 

２ 前項の規定により徴収する手数料の金額は、別表の手数料の金額の欄に

特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他

のものについては１件につき定めた額とする。 

（徴収の時期等） 

第３条 手数料は、申請のときこれを徴収する。 

２ 手数料の納付後、申請事項を変更し、又は取り消しても既に納付した手

数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、

この限りでない。 

（手数料の減免） 

第４条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の金額を減額し、

又はその納付を免除することができる。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（過料） 
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第６条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収

を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を

超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。 

附 則 

この条例は、平成２８年７月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

事務の種類 手数料の名称 手数料の金額 

１ 法第２９

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画（同項

に規定する

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画をいう。

以下同じ。）

の認定の申

請に対する

審査（２の

項に規定す

る審査を除

く。） 

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画認定申請

手数料 

 

次に掲げる額を合算して得た金額 

(1 ) 建築物エネルギー消費性能向上計画

が法第３０条第１項各号に掲げる基準

に適合していることを示す書類が提出

された場合 

ア 一戸建ての住宅 ５，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次次に掲げる区分に応じそれぞれ次

に定める額 

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの １万１，０００

円 

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル

未満のもの ２万３，０００円 

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの ５万２，０００

円 

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上のもの ９万４，０

００円 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅

部分 次に掲げる区分に応じそれぞ
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れ次に定める額 

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの １万１，０００

円 

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル

未満のもの ３万１，０００円 

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの ９万４，０００

円 

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上１万平方メートル未

満のもの １４万９，０００円 

(ｵ ) 床面積の合計が１万平方メート

ル以上２万５，０００平方メート

ル未満のもの １８万８，０００

円 

(ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００

平方メートル以上のもの ２３万

５，０００円 

(2 ) (1)以外の場合で、建築物エネルギー

消費性能基準等を定める省令（平成２

８ 年 経 済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 令 第 １

号。以下「省令」という。）第８条第

２号イ及びロに定める基準に適合する

もの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次に定める額 

(ｱ ) 床面積の合計が２００平方メー

トル未満のもの ４万円 
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(ｲ ) 床面積の合計が２００平方メー

トル以上のもの ４万４，０００

円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次 次に掲げる区分に応じそれぞれ次 

 に定める額 

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの ８万円 

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル

未満のもの １３万５，０００円 

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの ２３万円 

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上のもの ３３万円 

(3 ) (1)以外の場合で、省令第８条第１号

イ (1 )及びロ (1 )に定める基準に適合する

非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 

 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に

定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの ２６万７，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満

のもの ４３万２，０００円 

ウ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メートル

未満のもの ６１万６，０００円 

エ 床面積の合計が５，０００平方メ

ートル以上１万平方メートル未満の
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もの ７５万９，０００円 

オ 床面積の合計が１万平方メートル

以上２万５，０００平方メートル未

満のもの ８９万８，０００円 

カ 床面積の合計が２万５，０００平

方メートル以上のもの １０２万４，

０００円 

(4 ) (1 )以外の場合で、省令第８条第１号

イ (2 )及びロ (2 )に定める基準に適合する

非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 

 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に

定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの １０万２，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満

のもの １７万１，０００円 

ウ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メートル

未満のもの ２７万７，０００円 

エ 床面積の合計が５，０００平方メ

ートル以上１万平方メートル未満の

もの ３６万２，０００円 

オ 床面積の合計が１万平方メートル

以上２万５，０００平方メートル未

満のもの ４３万５，０００円 

カ 床面積の合計が２万５，０００平

方メートル以上のもの ５１万円 

２ 法第２９

条第１項の

規定に基づ

建築基準関

係規定適合

の審査の申

１の項に規定する合算して得た金額に、

次の (1)に定める額を加算し、次の (2)又は

(3 )に掲げる場合はそれぞれ当該 (2 )又は (3 )
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く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の認定

の申請（法

第３０条第

２項の規定

による申出

を伴う申請

に限る。）

に対する審

査 

出を伴う建

築物エネル

ギー消費性

能向上計画

認定申請手

数料 

に定める額を更に加算して得た金額 

(1 ) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に

定める額 

ア 床面積の合計（市長が別に定める

算定方法によって算定したものをい

う。以下この項において同じ。）が

３０平方メートル以内のもの ７，

０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メートル

を超え、１００平方メートル以内の

もの  １万４，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メート

ルを超え、２００平方メートル以内

のもの  ２万４，０００円 

エ 床面積の合計が２００平方メート

ルを超え、５００平方メートル以内

のもの  ３万１，０００円 

オ 床面積の合計が５００平方メート

ルを超え、１，０００平方メートル

以内のもの ５万８，０００円 

カ 床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超え、２，０００平方メー

トル以内のもの ７万８，０００円 

キ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートルを超え、１万平方メートル以

内のもの ２３万５，０００円 

ク 床面積の合計が１万平方メートル

を 超 え 、 ５ 万 平 方 メ ー ト ル 以 内 の

もの４４２万円 

ケ 床面積の合計が５万平方メートル

を超えるもの ７７万７，０００円 
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(2 ) 建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）第８７条の２の昇降機に係る部

分が含まれる場合 次に掲げる区分に

応じそれぞれ次に定める額 

ア 昇降機を設置するもの（イに掲げ

るものを除く。） 一基ごとに１万

４，０００円（小荷物専用昇降機に

ついては、５，０００円） 

イ 建築基準法第６条第１項、第６条

の２第１項又は第１８条第３項（法

第３０条第４項において準用する場

合を含む。）の規定による確認済証

の交付を受けた昇降機の計画を変更

して昇降機を設置するもの 一基ご

とに７，０００円（小荷物専用昇降

機については、４，０００円） 

(3 ) 建築基準法第６条の３第１項又は第

１ ８ 条 第 ４ 項 の 構 造 計 算 適 合 性 判 定

（以下この項において「構造計算適合

性判定」という。）の実施の申出を伴

う場合 申請に係る構造計算適合性判

定を行おうとする一の建築物（同法第

２０条第２項の規定により別の建築物

とみなされる建築物にあっては、当該

別の建築物とみなされる建築物）ごと

に次に掲げる区分に応じそれぞれ次に

定める額 

ア 構造計算適合性判定に係る部分の

床面積の合計（以下この項において

「 判 定 対 象 床 面 積 」 と い う 。 ） が

１，０００平方メートル以内のもの 
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(ｱ ) (ｲ )以外のもの １７万１，４８

０円 

(ｲ ) 構造計算が建築基準法第２０条

第１項第２号イ又は第３号イに規

定する国土交通大臣の認定を受け

たプログラム（以下この項におい

て 「 大 臣 認 定 プ ロ グ ラ ム 」 と い

う。）により行われるもの １１

万８，５６０円 

イ 判定対象床面積が１，０００平方

メートルを超え、２，０００平方メ

ートル以内のもの 

(ｱ ) (ｲ )以外のもの ２２万８，７２

０円 

(ｲ ) 構造計算が大臣認定プログラム

により行われるもの １４万７，

７２０円 

ウ 判定対象床面積が２，０００平方

メートルを超え、１万平方メートル

以内のもの 

(ｱ ) (ｲ )以外のもの  ２６万２，２０

０円 

(ｲ ) 構造計算が大臣認定プログラム

により行われるもの  １６万１，

７６０円 

エ 判定対象床面積が１万平方メート

ルを超え、５万平方メートル以内の

もの 

(ｱ ) (ｲ )以外のもの  ３４万６，４４

０円 

(ｲ ) 構造計算が大臣認定プログラム
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により行われるもの  ２０万４，

９６０円 

オ 判定対象床面積が５万平方メート

ルを超えるもの 

(ｱ ) (ｲ )以外のもの ６３万６，９６

０円 

(ｲ ) 構造計算が大臣認定プログラム

により行われるもの ３４万７，

５２０円 

３  法第３１

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の変更

の認定の申

請に対する

審査（４の

項に規定す

る審査を除

く。） 

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画変更認定

申請手数料 

次に掲げる額を合算して得た金額 

(1 ) 変更後の建築物エネルギー消費性能

向上計画が法第３０条第１項各号に掲

げる基準に適合していることを示す書

類が提出された場合 

ア 一戸建ての住宅 ２，５００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次次に掲げる区分に応じそれぞれ次

に定める額 

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの ５，５００円 

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル

未満のもの １万１，５００円 

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの ２万６，０００

円 

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上のもの ４万７，０

００円 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅
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部分 次に掲げる区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの ５，５００円 

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル

未満のもの １万５，５００円 

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの ４万７，０００

円 

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上１万平方メートル未

満のもの ７万４，５００円 

(ｵ ) 床面積の合計が１万平方メート

ル以上２万５，０００平方メート

ル未満のもの ９万４，０００円 

(ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００

平方メートル以上のもの １１万

７，５００円 

(2 ) (1)以外の場合で、省令第８条第２号

イ及びロに定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次に定める額 

(ｱ ) 床面積の合計が２００平方メー

トル未満のもの ２万円 

(ｲ ) 床面積の合計が２００平方メー

トル以上のもの ２万２，０００

円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次次に掲げる区分に応じそれぞれ次
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に定める額 

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの ４万円 

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル

未満のもの ６万７，５００円 

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの １１万５，００

０円 

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上のもの １６万５，

０００円 

(3 ) (1)以外の場合で、省令第８条第１号

イ (1 )及びロ (1 )に定める基準に適合する

非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 

 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に

定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの １３万３，５００円 

イ 床面積の合計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満

のもの ２１万６，０００円 

ウ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メートル

未満のもの ３０万８，０００円 

エ 床面積の合計が５，０００平方メ

ートル以上１万平方メートル未満の

もの ３７万９，５００円 

オ 床面積の合計が１万平方メートル

以上２万５，０００平方メートル未
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満のもの ４４万９，０００円 

カ 床面積の合計が２万５，０００平

方メートル以上のもの ５１万２，

０００円 

(4 ) (1)以外の場合で、省令第８条第１号

イ (2 )及びロ (2 )に定める基準に適合する

非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 

 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に

定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの ５万１，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満

のもの ８万５，５００円 

ウ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メートル

未満のもの １３万８，５００円 

エ 床面積の合計が５，０００平方メ

ートル以上１万平方メートル未満の

もの １８万１，０００円 

オ 床面積の合計が１万平方メートル

以上２万５，０００平方メートル未

満のもの ２１万７，５００円 

カ 床面積の合計が２万５，０００平

方メートル以上のもの ２５万５，

０００円 

４ 法第３１

条第１項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

建築基準関

係規定適合

の審査の申

出を伴う建

築物エネル

２の項の手数料の金額の欄 (1 )の額に、３

の項に規定する合算して得た金額を加算

し、２の項の手数料の金額の欄 (2)又は (3 )

に掲げる場合はそれぞれ当該 (2 )又は (3)に

定める額を更に加算して得た金額 
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費性能向上

計画の変更

の認定の申

請（同条第

２項におい

て準用する

法第３０条

第２項の規

定による申

出を伴う申

請に限る。）

に対する審

査 

ギー消費性

能向上計画

変更認定申

請手数料 

５ 法第３６

条第１項の

規定に基づ

く建築物の

エネルギー

消費性能に

係る認定の

申請に対す

る審査 

建築物のエ

ネルギー消

費性能認定

申請手数料 

次に掲げる額を合算して得た金額 

(1 ) 建築物のエネルギー消費性能が法第

２条第３号に掲げる基準に適合してい

ることを示す書類が提出された場合 

ア 一戸建ての住宅 ５，０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次次に掲げる区分に応じそれぞれ次

に定める額 

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの １万１，０００

円 

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル

未満のもの ２万３，０００円 

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの ５万２，０００

円 
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(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上のもの ９万４，０

００円 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅

部分 次に掲げる区分に応じそれぞ

れ次に定める額 

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの １万１，０００

円 

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル

未満のもの ３万１，０００円 

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの ９万４，０００

円 

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上１万平方メートル未

満のもの １４万９，０００円 

(ｵ ) 床面積の合計が１万平方メート

ル以上２万５，０００平方メート

ル未満のもの １８万８，０００

円 

(ｶ ) 床面積の合計が２万５，０００

平方メートル以上のもの ２３万

５，０００円 

(2 ) (1 )以外の場合で、省令第１条第１項

第２号イ (1 )及びロ (1 )に定める基準に適

合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次に定める額 
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(ｱ ) 床面積の合計が２００平方メー

トル未満のもの ４万円 

(ｲ ) 床面積の合計が２００平方メー

トル以上のもの ４万４，０００

円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次次に掲げる区分に応じそれぞれ次

に定める額 

(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの ８万円 

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル

未満のもの １３万５，０００円 

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの ２３万円 

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上のもの ３３万円 

(3 ) (1 )以外の場合で、省令第１条第１項

第２号イ (2 )及びロ (2 )に定める基準に適

合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分

に応じそれぞれ次に定める額 

(ｱ ) 床面積の合計が２００平方メー

トル未満のもの ２万円 

(ｲ ) 床面積の合計が２００平方メー

トル以上のもの ２万２，０００

円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 

次次に掲げる区分に応じそれぞれ次

に定める額 
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(ｱ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル未満のもの ３万８，０００

円 

(ｲ ) 床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル

未満のもの ６万６，０００円 

(ｳ ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの １２万１，００

０円 

(ｴ ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上のもの １８万３，

０００円 

(4 ) (1 )以外の場合で、省令第１条第１項

第１号イに定める基準に適合する非住

宅用途を含む建築物の非住宅部分 次

に掲げる区分に応じそれぞれ次に定め

る額 

ア 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの ２６万７，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満

のもの ４３万２，０００円 

ウ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メートル

未満のもの ６１万６，０００円 

エ 床面積の合計が５，０００平方メ

ートル以上１万平方メートル未満の

もの ７５万９，０００円 

オ 床面積の合計が１万平方メートル

以上２万５，０００平方メートル未
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満のもの ８９万８，０００円 

カ 床面積の合計が２万５，０００平

方メートル以上のもの １０２万４，

０００円 

(5 ) (1 )以外の場合で、省令第１条第１項

第１号ロに定める基準に適合する非住

宅用途を含む建築物の非住宅部分 次

に掲げる区分に応じそれぞれ次に定め

る額 

ア 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの １０万２，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メート

ル以上２，０００平方メートル未満

のもの １７万１，０００円 

ウ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メートル

未満のもの ２７万７，０００円 

エ 床面積の合計が５，０００平方メ

ートル以上１万平方メートル未満の

もの ３６万２，０００円 

オ 床面積の合計が１万平方メートル

以上２万５，０００平方メートル未

満のもの ４３万５，０００円 

カ 床面積の合計が２万５，０００平

方メートル以上のもの ５１万円 

 

 

 

提案理由 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する事務につい

て徴収する手数料に関し必要な事項を定めたいので、この案を提出する。
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議案第６４号 

上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２８年６月１０日提出 

上尾市長  島 村  穰  

上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例の一部を改正する条例 

上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例（昭和４３年上尾市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第７条の２第２項第１号中「１０万４，５７０円」を「１０万４，９５０

円」に改め、同項第２号中「５万６，７９０円」を「５万７，０３０円」に

改め、同項第３号中「５万２，２９０円」を「５万２，４８０円」に改め、

同項第４号中「２万８，４００円」を「２万８，５２０円」に改める。 

附則第３条第１項の表傷病補償年金の項及び同条第３項の表障害厚生年金

等の項中「０．８６」を「０．８８」に改める。 

別表学校医及び学校歯科医の補償基礎額の項中「６，００３円」を「６，

０８３円」に、「７，７７５円」を「７，８４５円」に、「９，４５０円」

を「９，４９０円」に、「１０，７０３円」を「１０，７４３円」に、「１

１，５７３円」を「１１，６０８円」に、「１２，３１８円」を「１２，３

５０円」に改め、同表学校薬剤師の補償基礎額の項中「５，０６８円」を

「５，１３３円」に、「６，０５０円」を「６，１１０円」に、「６，７８

３円」を「６，８１５円」に、「７，９５０円」を「７，９８０円」に、

「８，８５０円」を「８，８７８円」に、「９，３１３円」を「９，３４０

円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第７条の２第２項の規定は、平成２８年４月１日以後に支給す
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べき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生

じた介護補償については、なお従前の例による。 

３ 改正後の附則第３条第１項の表及び同条第３項の表の規定は、平成２８

年４月１日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金及び休業補償並び

に同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金で同日以後の期間につい

て支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病

補償年金で同日前の期間について支給すべきもの及び同日前に支給すべき

事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。 

４ 改正後の別表の規定は、平成２７年４月１日以後に支給すべき事由が生

じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、

障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきもの

の補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額につい

ては、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

公務災害補償の基準となる政令の一部改正に伴い、学校医等に対する休

業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額及び介護補償の額を改定等し

たいので、この案を提出する。 
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議案第６５号  

   上尾市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について  

 上尾市立保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  平成２８年６月１０日提出  

                  上尾市長  島 村  穰  

   上尾市立保育所条例の一部を改正する条例  

 上尾市立保育所条例（平成２７年上尾市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。  

 別表２の項中「上尾市大字原市３５３３番地」を「上尾市大字原市３２４

１番地」に、「７０人」を「１２０人」に改め、同表中４の項を削り、５の

項を４の項とし、６の項から１６の項までを１項ずつ繰り上げる。  

附 則  

 この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市立原市保育所を移転させ、及び利用定員を増員するとともに、上

尾市立原市団地保育所を廃止したいので、この案を提出する。  
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議案第６６号  

   上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について  

 上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように定める。  

  平成２８年６月１０日提出  

                  上尾市長  島 村  穰  

   上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例  

 上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年上尾市条例第２８号）の一部を次のように改正する。  

 第２８条第７号イの表４階以上の階の部避難用の項及び第４３条第７号イ

の表４階以上の階の部避難用の項中「外気に向かって開くことのできる窓若

しくは排煙設備（同条第３項第１号に規定する国土交通大臣が定めた構造方

法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限

る。）を有する付室」を「付室（階段室が同条第３項第２号に規定する構造

を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）」に、

「同項第２号、第３号及び第９号」を「同項第３号、第４号及び第１０号」

に改める。  

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

家庭的保育事業等に関する厚生労働省令の一部改正に伴い、小規模保育

事業及び事業所内保育事業を行う事業所の設備に関する基準を改めたいの

で、この案を提出する。  
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議案第６７号 

上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２８年６月１０日提出 

上尾市長  島 村  穰  

上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年上尾市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第３項第４号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

附 則 

この条例は、平成２８年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

放課後児童健全育成事業に関する厚生労働省令の一部改正に伴い、放課

後児童健全育成事業所に置かれる放課後児童支援員の資格要件を改めたい

ので、この案を提出する。  
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議案第６８号  

財産の取得について  

下記のとおり土地を取得することについて、議決を求める。  

平成２８年６月１０日提出  

                                   上尾市長  島 村  穰  

  記  

１ 土地の所在地、地目、地積 

         別紙のとおり  

２ 取 得 の 目 的 （仮称）戸崎東部公園用地 

３ 取 得 の 方 法 随意契約 

４ 取 得 価 格 ６０２，９０７，２１０円 

５ 契約の相手方 別紙のとおり  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

（仮称）戸崎東部公園用地を取得するため、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年上尾市条例第７号）第

３条の規定により、この案を提出する。  
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別紙 

土地の所在 地  番 地目 地積（㎡） 

契 約 の 相 手 方 

住  所 氏  名 持分 

上尾市 

大字戸崎字山ノ下 
５６５番 田 ５３７ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ５６６番 田 １，５９２ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ５７０番 田 ５２９ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ５７２番１ 田 ３５２ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ５７２番２ 田 ４９５ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ５７６番 田 ８６３ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ５７９番 田 ９１１ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ５８１番 田 ４２８ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ５８２番 田 ４２４ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

〃 ５８３番 田 ４８１ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

〃 ５８４番 田 ３５９ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

〃 ５８６番 田 １，２１３ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  
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べ 

土地の所在 地  番 地目 地積（㎡） 

契 約 の 相 手 方 

住  所 氏  名 持分 

上尾市 

大字戸崎字山ノ下 
５８８番１ 田 １，６８６ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

〃 ５９６番４ 田 ７５ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ５９６番５ 田 ２８１ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６０６番３ 田 ３０７ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６０７番３ 田 １８９ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/２ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/２ 

〃 ６０８番１ 田 ５９２ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６１３番１ 田 １，１６０ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６１５番 田 ８７８ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６１６番１ 田 ９３７ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６１８番１ 田 １，１５１ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６２１番 田 １，８３１ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６２７番 田 １，６３８ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６３１番１ 田 ８２４ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６３３番 田 ６７４ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６３５番１ 田 １，４８３ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６３８番 田 １，４３２ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６４２番１ 田 １，３９７ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  
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あ 

土地の所在 地  番 地目 地積（㎡） 

契 約 の 相 手 方 

住  所 氏  名 持分 

上尾市 

大字戸崎字山ノ下 
６４４番 田 １，３３８ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/２ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/２ 

〃 ６４７番１ 田 １，５８０ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６５１番 田 １，４７９ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６５４番１ 田 ９３ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６５５番１ 田 １，０６７ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/６ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/６ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/６ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/６ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/６ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/６ 

〃 ６５８番 田 １，１７３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

〃 ６６１番１ 田 ５０ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

〃 ６６４番 田 １，２４３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○ １/３ 
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あ 

土地の所在 地  番 地目 地積（㎡） 

契 約 の 相 手 方 

住  所 氏  名 持分 

上尾市 

大字戸崎字山ノ下 
６６９番１ 田 ９８９ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６７２番１ 田 ７５１ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６７２番２ 田 ６９８ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６７２番３ 田 ８５６ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６７２番４ 田 ８６３ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６７２番５ 田 ８６０ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６７２番６ 田 ８２２ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６８５番２ 田 １，９４４ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６９１番 田 ８３１ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６９４番１ 田 １，０２３ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ６９７番 田 １，４２３ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７０１番 田 ８０８ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７０３番１ 田 ７７２ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７０５番１ 田 １，２３５ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

上尾市 

大字戸崎字御嶽 
７０９番 田 １，２７３ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７１３番１ 田 ６１３ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７１７番１ 田 ６２９ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７１９番 田 １，３２５ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７２３番 田 １，０２０ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７２５番１ 田 １，０６４ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 
７２７番 

の一部 
田 １８２．６８ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 
７３２番 

の一部 
田 ９９．５１ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  
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土地の所在 地  番 地目 地積（㎡） 

契 約 の 相 手 方 

住  所 氏  名 持分 

上尾市 

大字戸崎字御嶽 

７３６番１ 

の一部 
田 ７３．７７ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 
７３８番 

の一部 
田 ６９．５９ 

○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７４７番 田 ６５２ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７５６番 田 ７２１ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７５７番 田 ６０９ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７５８番 田 １，２３４ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７６１番 田 ２２８ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７６３番 田 １，１１５ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７６５番 田 ３７９ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７６９番 田 ８３５ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

〃 ７８５番１ 田 ３６９ 
○○○○○○○○○○

○○ 
○○ ○○  

合 計 ７０筆 ５９，１０８．５５㎡ 
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議案第６９号  

専決処分の承認を求めることについて  

上尾市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により別紙のとおり専決処分した

ので、その承認を求める。  

平成２８年６月１０日提出  

上尾市長  島 村  穰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）が平

成２８年３月３１日に公布されたことに伴い、緊急に上尾市税条例を改正

する必要が生じ、同日上尾市税条例の一部を改正する条例を専決処分した

ので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出する。  
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専 決 処 分 書  

下記の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項本文の規定により、専決処分する。  

平成２８年３月３１日  

                  上尾市長  島 村  穰  

                 記  

上尾市税条例の一部を改正する条例  

上尾市税条例（昭和３０年上尾市条例第１３号）の一部を次のように改正

する。  

第５６条中「又は第１２号の固定資産」を「若しくは第１２号の固定資産

又は同項第１６号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設置する

医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。）」に改め

る。  

第１３３条第２項中「第１２項まで」の次に「、第２２項」を加え、「又

は第３０項から第３３項まで」を「から第３１項まで、第３３項又は第３４

項」に改める。  

附則第１０条の２第１項から第３項までの規定中「平成２６年４月１日か

ら平成２８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成３０年３月

３１日まで」に改め、同条第４項中「第１５条第２項第６号」を「第１５条

第２項第７号」に改め、同条中第１２項を第１９項とし、第１１項を第１７

項とし、同項の次に次の１項を加える。  

１８ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された

法附則第１５条第４２項に規定する家屋及び償却資産に係る固定資産税又

は都市計画税の課税標準となるべき価格に乗ずる同項に規定する条例で定

める割合は、５分の４とする。  

附則第１０条の２中第１０項を第１６項とし、第９項を第１５項とし、第

８項を第９項とし、同項の次に次の５項を加える。  

１０ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された

法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備に係る固定資産税の課税

標準となるべき価格に乗ずる同号に規定する条例で定める割合は、３分の

２とする。  
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１１ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された

法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備に係る固定資産税の課税

標準となるべき価格に乗ずる同号に規定する条例で定める割合は、３分の

２とする。  

１２ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された

法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備に係る固定資産税の課税

標準となるべき価格に乗ずる同号に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。  

１３ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された

法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備に係る固定資産税の課税

標準となるべき価格に乗ずる同号に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。  

１４ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された

法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備に係る固定資産税の課税

標準となるべき価格に乗ずる同号に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。  

附則第１０条の２中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。  

７ 平成２８年４月１日から平成３２年３月３１日までの間に取得され、又

は改良された法附則第１５条第２９項に規定する償却資産に係る固定資産

税の課税標準となるべき価格に乗ずる同項に規定する条例で定める割合は、

２分の１とする。  

附則第１０条の３第１０項第５号中「費用」の次に「及び令附則第１２条

第３６項に規定する補助金等」を加える。  

附則第１６条の４中「若しくは第４２項」を「、第４２項若しくは第４５

項」に、「第３０項から第３３項まで」を「第３４項」に改める。  

附則第１６条の５、第１６条の７及び第１６条の９中「第２０項」を「第

１９項」に改める。  

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（固定資産税及び都市計画税に関する経過措置） 
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第２条 別段の定めがあるものを除き、改正後の上尾市税条例（以下「新条

例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、平成２８年度以後の

年度分の固定資産税について適用し、平成２７年度分までの固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

２ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分

は、平成２８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成２７年

度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第１０条の２第７項の規定は、平成２８年４月１日以後に新

たに取得され、又は改良される地方税法等の一部を改正する等の法律（平

成２８年法律第１３号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号。以下「新法」という。）附則第１５条第２９項に規定

する償却資産に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用する。 

４ 新条例附則第１０条の２第１０項の規定は、平成２８年４月１日以後に

新たに取得される新法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備に対

して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例附則第１０条の２第１１項の規定は、平成２８年４月１日以後に

新たに取得される新法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備に対

して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

６ 新条例附則第１０条の２第１２項の規定は、平成２８年４月１日以後に

新たに取得される新法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備に対

して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

７ 新条例附則第１０条の２第１３項の規定は、平成２８年４月１日以後に

新たに取得される新法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備に対

して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

８ 新条例附則第１０条の２第１４項の規定は、平成２８年４月１日以後に

新たに取得される新法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備に対

して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

９ 新条例附則第１０条の２第１８項の規定は、平成２８年４月１日以後に

新たに取得される新法附則第１５条第４２項に規定する家屋及び償却資産

に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税に
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ついて適用する。 

１０ 新条例附則第１０条の３第１０項第５号の規定は、平成２８年４月１

日以後に改修される新法附則第１５条第９項に規定する熱損失防止改修住

宅又は同条第１０項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する固定資

産税について適用する。 
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議案第７０号  

専決処分の承認を求めることについて  

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により別紙のとお

り専決処分したので、その承認を求める。  

平成２８年６月１０日提出  

上尾市長  島 村  穰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

地方税法施行令等の一部を改正する等の政令（平成２８年政令第１３３

号）が平成２８年３月３１日に公布されたことに伴い、緊急に上尾市国民

健康保険税条例を改正する必要が生じ、同日上尾市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の

規定により、この案を提出する。  
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専 決 処 分 書  

下記の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項本文の規定により、専決処分する。  

平成２８年３月３１日  

上尾市長  島 村  穰  

記 

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

上尾市国民健康保険税条例（昭和３０年上尾市条例第５１号）の一部を次

のように改正する。  

第１９条第２号中「２６万円」を「２６万５，０００円」に改め、同条第

３号中「４７万円」を「４８万円」に改める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ 改正後の第１９条の規定は、平成２８年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、平成２７年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。  
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議案第７１号  

   固定資産評価員の選任について  

 上尾市固定資産評価員に下記の者を選任することについて、同意を求める。  

    平成２８年６月１０日提出  

                  上尾市長  島 村  穰  

                 記  

○○○○○○○○○○○○  

  坂 井 良 昭  

   ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  固定資産評価員宇田川幸彦から平成２８年６月３０日限りで固定資産評

価員を辞職する旨の申出を受けたため、後任として行政経営部資産税課長

の職にある坂井良昭を選任することについて同意を得たいので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４０４条第２項の規定により、この案を

提出する。  


